
　下記のとおり企画競争に付します。

　令和　７年　５月１３日

支出負担行為担当官

四国財務局総務部長　　林　　　信　裕

１．企画競争に付する事項

不動産鑑定評価業務

香川県高松市牟礼町牟礼字反熊６７８番５

土地（宅地）：1,490.08㎡ 工作物：一式

仕様書のとおり

まで

２．企画競争に参加する者に必要な資格

　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること｡

　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、「特

別の理由がある場合」に該当する。

　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること｡

　令和７・８・９年度の財務省競争参加資格（全省庁統一資格「役務の提供等」の「調査・研究」）において「Ａ」

「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」いずれかの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を

有していない者で、本業務の参加申込書等の提出期限までに競争参加資格（全省庁統一資格「役務の提供等」の

「調査・研究」）の審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者のうち「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」いずれかの

 等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者であること。

　なお、競争参加資格は、参加申込書等の提出期限までに各省各庁からの「資格審査結果通知書」と同様の参加資

 格を有することが確認できる者であることを含む。

　各省各庁から指名停止等を受けていない者（支出負担行為担当官等が特に認める者を含む。）であること。

　当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が実施した入札等の落札者

となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、若しくは入札等当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な

行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。

　不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士（不動産鑑定士補を含む。）は、本業務の参加申込書の提出期限の日

から過去３年以内に不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）（以下「法」という。）第４０

条に規定する懲戒処分を受けていない者であること。

　法第２２条第１項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者（以下「鑑定業者」という。）であって、本業務の

参加申込書等の提出期限の日から過去３年以内に法第４１条に基づく監督処分を受けていない者であること｡

　鑑定業者及び不動産鑑定評価書を作成する不動産鑑定士（不動産鑑定士補を含む。）は、本業務の参加申込書等

の提出期限の日から過去１年以内に国から不動産鑑定評価等業務に関して適切さを欠くものと認められるとして行

政指導（行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第６号に規定する行政指導をいう。）を受けていない者であ

ること。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者である

こと。

　対象不動産の鑑定評価等を他者から受託したことがなく、今後も他者から受託しないこと。

３．企画競争に参加する者に必要な要件

　不動産鑑定士として５年以上の業務経験があり、四国財務局管内で直近５年以内に公的機関からの受託実績を有

すること。
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記

令和 ７年 ９月３０日 （火曜日）契 約 締 結 の 日 から



　不動産鑑定評価（及び審査）業務を担当する不動産鑑定士が、直近５年間に、対象不動産に見合う同種・類似の

不動産鑑定評価等の実績を有すること。

　なお、同種とは、四国地域で地下埋設物が存在する土地を評価した事例のうち、残置された基礎杭について価格

形成要因として考慮した事例の評価実績をいい、類似とは、四国地域で地下埋設物が存在する土地を評価した事例

のうち、基礎杭以外の地下埋設物について価格形成要因として考慮した事例の評価実績をいう。

４．契約条項等を示す場所

　　〒７６０－８５５０

　　香川県高松市サンポート３番３３号（高松サンポート合同庁舎南館６階）

　　四国財務局　管財部　首席国有財産鑑定官

　　電　話：０８７－８１１－７７８０（内線４７１）

　　メールアドレス：kanteikan@sk.lfb-mof.go.jp

５．企画競争参加説明書等の交付期間・場所

から まで

上記４．に同じ

９時００分から１２時００分及び１３時００分から１７時００分（なお、土曜日及び日曜祝日を

除く。）

参加説明書等の交付を希望する者は、（２）の交付場所に別添「企画競争参加説明書等交付願」

を電子メールにより送信、持参又は郵送すること。

交付は、原則「電子メール」によることとする。

６．企画競争参加申込書、参加要件報告書、誓約書、見積書及び企画提案書の提出期限・場所

１７時００分

上記４．に同じ

上記５．（３）に同じ

７．企画書の無効等

　本公告に示した企画競争の参加に必要な資格・要件を満たさない者の企画提案書・見積書（以下「企画提案書等」

という。）は無効とする。

　参加申込みに必要な提出書類に虚偽の記載をした者の企画提案書等は無効とする。

　企画競争参加説明書若しくは企画提案書等作成の指示事項を遵守していない企画提案書等は無効とする。

　なお、無効な企画提案書等を提出した者を委託業者としていた場合は、当該決定を取り消す。

８．委託業者の決定等

　　　提出された企画提案書等により、業務体制、実績、評価技術及び見積額等を総合的に評価し、優秀と認められる上位

　　の２者を選定し、委託業者とする。

　　　なお、企画競争の結果は、全ての参加者に通知する。

　　　また、企画競争参加者が２者に満たない場合は、不調とする。

９．委託契約の締結

　　　「不動産鑑定評価請書」を作成することにより、委託契約を締結するものとする。

　　　（注）「価格等調査ガイドライン」の取扱いに関する実務指針に記載されている「業務の目的と範囲等の確定に係る

　　　　　確認書（様式は任意）」を契約締結までに提出すること。なお、当該「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」

　　　　　は、仕様書の内容に則って記載すること。

10．不動産鑑定評価書の提出期限・場所等

　　　　①　不動産鑑定評価書原稿（ドラフト）提出期限

　　　　②　不動産鑑定評価書（成果品）提出期限

上記４．に同じ

上記５．（３）に同じ。
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11．契約保証金

　　 免除する。

12．企画競争に参加するにあたっての留意事項

必要な業務量の積算

　仕様書記載事項を遵守するのに必要な業務量を積算し、採算を度外視した低価格での見積りによって仕様書の内

容が遵守できない事態にならないこと。

仕様書の遵守等

　本業務は、国民共有の国有財産の処分に係る重要な不動産鑑定評価業務であることを認識し、仕様書の内容を遵

守した不動産鑑定評価業務を行うとともに、不動産鑑定評価書の品質確保に努めること。

　また、仕様書の内容が不動産鑑定士及び不動産鑑定業者としての処理能力の限度を超えたものである場合は、企

画競争に参加しないこと。

不動産鑑定評価書の審査

　不動産鑑定評価書の提出後に当局による審査を行う。

　この審査は「国有財産評価基準について」（平成１３年３月３０日付財理第１３１７号通達）に基づくもので、

事実関係等の誤認の是正及び鑑定評価書の内容についての疑問点、不明点の確認に対する回答等を要請するもので

あり、当局から回答等の要請を受けた場合は適切に対応すること。また、それに要する費用は受託者の負担となる

ことに留意すること。

外部有識者による第三者チェック

　本件については、財務省及び当局において、「普通財産の処分価格等の明確化に係る手続きについて」（平成３

０年９月１８日付財理第３１１１号通達）に基づき、第三者チェックに係る以下の事務手続きを行う。

①　第三者チェックは、土地の処分等を行うに当たり地下埋設物や土壌汚染等の土地の物理的瑕疵を原因とする価

　格の減価が大きいと見込まれる場合等に外部の有識者へ依頼し行うものであり、鑑定評価等に係るものとしては、

　土地の調査の第三者チェック（評価依頼前に実施済）と鑑定評価等の第三者チェック（鑑定評価等と並行して実

　施）がある。

②　評価依頼時に担当する不動産鑑定士に土地の調査の第三者チェックによる意見を提示し、不動産鑑定評価書原

　稿（ドラフト）の受領後、上記（３）の審査と並行して鑑定評価等の第三者チェックを依頼する。その結果、有

　識者から示された意見は、当局より担当する不動産鑑定士に伝達（不動産鑑定評価書原稿（ドラフト）受領後、

　概ね３ヶ月以内）して活用を促すが、不動産の鑑定評価等は、独立した専門職業家である不動産鑑定士が行うも

　のであるため、鑑定評価等における最終判断及び責任は担当する不動産鑑定士が負うものであることに留意する

　こと。

措置要求

　提出された不動産鑑定評価書が不動産鑑定評価基準に照らして不当な鑑定評価である等、その内容等の根幹部分

に不備が認められた場合、国土交通大臣等に対して、法第４２条に規定する措置の要求を行うことがある。

契約解除

　仕様書の内容が遵守されない等、契約上の義務の履行に重大な支障が生じると認められるときは、契約を解除す

ることがある。

第三者への開示

　第三者から行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づき不動産鑑定評価書

（成果品）の開示請求を受けた場合は、第三者へ上記法律に基づき不開示部分を設定したうえで開示する必要があ

ることに留意すること。

その他

　当該財産の鑑定評価実施者は、「一般競争入札等の取扱いについて」（平成３年９月３０日付蔵理第３６０３号

通達）の記３ただし書及び「国有地の利用等に関する企画提案を審査した上で行う一般競争入札の取扱いについて」

（平成２０年６月２６日付財理第２７３０号通達）の別紙１－第１の規定により、当該財産の売払い又は貸付けに

係る一般競争入札の参加資格が制限される。　

13．その他

　手続きにおいて使用する言語は、日本語に限る。

　使用する通貨は、日本国通貨（円）に限る。

　参加に要した費用は参加者の負担とし、提出のあった書類は一切返却しない。

　具体的な手続きは、企画競争参加説明書による。

　その他不明な点については、四国財務局管財部首席国有財産鑑定官に必ず照会すること。

　電　話：０８７－８１１－７７８０（内線４７１）
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別　添

　令和７年５月１３日付「企画競争に関する公告」について、参加説明書及び対象不動産の資料

等を交付願います。

　

※留意事項

　　交付願送信先メールアドレス：kanteikan@sk.lfb-mof.go.jp

　　持参又は郵送する場所は、「企画競争に関する公告」の５．（２）に記載のとおりです。

　　交付は、原則「電子メール」によることとします。

 　 

照会先電話番号

企 画 競 争 参 加 説 明 書 等 交 付 願

令和 年 月 日

所 在 地

商 号 又 は 名 称

担 当 者 名

メールアドレス


